
第１回ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議 

 

日時 令和８年５月８日（金）午後２時００分 

場所 南相馬市役所 東庁舎２階第３会議室  

 

次  第 

 

１．開  会 

 

２．委嘱状交付 

 

３．挨  拶 

 

４．正副会長選出 

 

５．会議録署名人の指名 

 

６．書記の指名 

 

７．議  事 

（１）報告事項 

①ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議の概要について 

【資料１・資料２・資料３・資料４】 

   ②ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る 

実績値（R8.3.31時点）                  【資料５】 

③人権に関する標語・ミニのぼり旗デザイン画審査スケジュール【資料６】 

④南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 

 利用可能な行政サービスの追加について         【資料７】 

                    

（２）協議事項 

①人権啓発用リーフレット作成について          【資料８】 

②人権に関する講演会（概要）について           【資料９】 

②その他 

 

次回開催予定：令和８年６月２日（水） 時間未定 

           南相馬市役所 東庁舎２階 第３会議室 

８．その他 

    

９．閉  会 



令和8年5月1日現在

ＮＯ 所　属 委員名 役職等 備　考 区分

1 福島大学 前川
まえかわ

　直
なお

哉
や

准教授
（再）※南相馬市こど
も政策アドバイザー

2 福島県弁護士会相馬支部 乗松
のりまつ

　宏
ひろ

紀
き

弁護士

3 南相馬市社会福祉協議会 青木
あおき

　圭太
けいた

課　長　 （再）

4
外国人活躍支援・
国際交流協会 畑山

はたやま

　慶子
けいこ

社　員 （再）

5 相馬人権擁護委員協議会 飯塚
いいづか

　宏
ひろし

人権擁護委員 （再）

6 南相馬市小中学校長会 鈴木
すずき

　一
かず

憲
のり

校  長 （再）

7 南相馬市区長連絡協議会

8 原町青年会議所 吉田
よしだ

　一貴
かずき

専務理事

9 公募 山田
やまだ

　一栄
かずえい

- （再）

10 公募

中本
なかもと

　直
なお

記
き

市民生活部長

相良
さがら

　毅
たけし

市民課長

馬場
ばば

　千津子
ちづこ 市民課総合相談

担当係長

大樂
たいらく

　博史
ひろふみ 市民課総合相談

担当主査

有
識
者

関
係
団
体

【事務局】

ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議委員名簿

公
募

区長連絡協議会の委員の決定後推薦となる



第１回ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議の内容 

 

（１）報告事項 

① ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議の概要について 

【資料１・資料２・資料３・資料４】 

   人権推進会議の設置についての説明と令和８年人権施策推進事業計画に

ついて報告するもの。 

② ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る実績値

（R8.3.31）                      【資料５】 

庁内関係各課で行っている人権に関する事業について令和７年度の実績

値と令和８年度の目標値について報告するもの。 

③ 人権に関する標語・ミニのぼり旗デザイン画審査スケジュール【資料６】 

現在募集中の人権に関する標語及びミニのぼり旗デザイン画募集の最終

審査までのスケジュールについて報告するもの。 

④ 南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 利用可能な行

政サービスの追加について                【資料７】 

既に導入している南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制

度の利用可能な行政サービスについて、追加のサービスがあったことか

ら報告するもの。 

（２）協議事項 

① 人権啓発用リーフレット作成について           【資料８】 

令和７年度第５回の人権推進会議で「市民の人権に関する意識向上への

取り組みとして、リーフレットの配布について」のご意見をいただいて

いることから、令和８年度の啓発用リーフレットを作成することといた

したいため、内容についてご協議いただくもの。 

② 令和８年度人権に関する講演会の概要について（案） 

今年度開催の講演会について、ご協議をいただくもの。 
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○ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議設置要綱 

令和５年７月３日 

告示第１５１号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議（以下「推進会議」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 人権施策基本方針に関する事項 

(2) 人権啓発、人権教育に関する事項 

(3) 人材の育成・確保に関する事項 

(4) その他市長が必要と認める事項 

（委員の構成） 

第３条 推進会議の委員は、次に掲げる者で構成する。 

(1) 人権に関係する機関の職員 

(2) 関係団体の構成員 

(3) 公募による市民 

(4) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 推進会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（招集及び運営） 

第６条 推進会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、最初に開催される推

進会議は、市長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（庶務） 

第７条 推進会議の庶務は、人権担当課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会

議に諮って定める。 

資料１ 
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附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（南相馬市人権尊重まちづくり検討委員会設置要綱の廃止） 

２ 南相馬市人権尊重まちづくり検討委員会設置要綱（令和３年南相馬市告示第１７３号）

は、廃止する。 

附 則（令和５年１２月９日告示第２２２号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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○ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権条例 

令和５年７月３日 

条例第２０号 

前文 

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等であ

る」とうたわれている１９４８年の「世界人権宣言」において、基本的人権尊重の原則が定

められています。 

１９６５年「人種差別撤廃条約」では、あらゆる形態及び表現における人種差別を全世界

から撤廃すること、１９７９年「女子差別撤廃条約」では、女子に対するあらゆる形態での

差別を撤廃すること、１９８９年「児童の権利条約」では、子どもが一人の人間として基本

的人権を所有し、行使する権利を保障すること、２００６年「障害者権利条約」では、障が

い者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを

目的とするなど、基本的人権の保護促進のため国際的な取組が進められてきました。 

２０１５年の国連持続可能な開発サミットにおいて定められた「持続可能な開発目標

（SDGs）」では、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のた

め、「人や国の不平等をなくそう」など、１７の国際目標を定められました。 

このような国際的な人権保護促進の取組がなされてきましたが、不当な差別やいじめ、プ

ライバシーの侵害等はいまだに存在しています。更に近年はインターネットの普及による誹

謗中傷の増加、新型コロナウイルス感染症をはじめとする疾病を理由とした偏見、LGBTQ等の

性的マイノリティへの人権侵害等が問題となっています。 

本市においては、平成２３年に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所

事故（以下「原発事故」という。）により多くの尊い命が失われ、また、多数の市民が市外

への避難を強いられました。市や市民に対し全国から温かい支援が寄せられた一方、原発事

故の被災者がいわれのない偏見や差別を受けることもありました。 

加えて、東日本大震災以降、近隣自治体から避難してきた方、国内外から復旧・復興に携

わる方、新たに挑戦する方など、新たに多くの方々が生活を営んでおり、本市の復興を更に

進めていくためには、お互いを理解し、尊重しあう意識の醸成が重要となっています。 

このことから、市は不当な偏見・差別、人権侵害を認めないと宣言するとともに、市民一

人ひとりが日本国憲法の定める基本的人権の尊重を改めて認識し、個々の価値観を相互に理

解し、多様性を認め合い、ともによりそい、心をはぐくみ、家族や友人、地域の全ての人と

ともに、夢や希望を持って生き生きと暮らせる社会を実現するため、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、不当な偏見、差別及び人権侵害を根絶するとともに、市民の人権の尊

重の理解を深め、全ての人がお互いを思いやる人権意識の土壌と基盤づくりを醸成し、多

様性を互いに認め合い、ともによりそい、心をはぐくみ、全ての市民の人権が尊重され、

生き生きと暮らせる社会の実現を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めると

資料２ 
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ころによる。 

(1) 市民 市内に住所を有する者、市内に住む者、市内で働き又は学ぶ者 

(2) 事業者 市内に事務所を有し、若しくは市内で事業活動を行う個人、法人又は団体 

（基本理念） 

第３条 この条例は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を基本理念とす

る。 

(1) 性別、年齢、障がい、人種、民族、国籍、信条、性的マイノリティ、その他の事由を

理由とした、不当な差別や人権侵害を認めない。 

(2) 全ての人が基本的人権を生まれながらにして持っており、かけがえのない個人として

尊重される。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、市民によりそい必要な人権施策を総合的

かつ計画的に推進する。 

２ 市は、人権施策を推進するに当たっては、国、県、市民及び事業者との連携を図るもの

とする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、家庭、地域、学校、職域、その他様々な場及び機会において互いに認め合

い、不当な差別が行われないよう努め、人権意識を高めるとともに、市が実施する人権に

関する施策の推進に協力するものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、人権に配慮し、不当な差別の解消に努め、

事業活動に関わる人の人権を尊重する心をはぐくむとともに、市が実施する人権に関する

施策の推進に協力するものとする。 

（人権教育） 

第７条 市は、家庭、地域、学校、職域、その他様々な場における様々な人権問題について

正しい理解を深めるための人権教育の推進を図るものとする。 

（人権啓発） 

第８条 市は、市民及び事業者に人権に対する理解と意識の向上を図るため、メディア等を

活用した人権啓発を行うものとする。 

（相談・支援体制） 

第９条 市は、差別その他の人権侵害による被害者（以下「被害者」という。）のための相

談体制の充実を図るものとする。 

２ 市は、国、県、市民及び事業者と連携し、被害者の支援に必要な支援体制の強化を図る

ものとする。 

（人材の育成・確保） 

第１０条 市は、国及び県と連携し、市職員、相談員、教職員、医療・福祉関係者等に対し

研修を行うことにより、被害者の支援体制強化に必要な人材の育成、確保に努めるものと

する。 
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（人権施策基本方針の策定） 

第１１条 市は、全ての人の人権が尊重されるまちづくりを推進するため、人権施策基本方

針を策定する。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に

定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

 

 

 

ともによりそい・はぐくむ南相馬市 

人権条例条文解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 
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１  ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権条例制定にあたり 

１ ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権条例とは 

 

 

 

 

 

 

２ ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権条例制定の背景・目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市は「１００年のまちづくり」にあたって、家族と友人とともに暮らすまちづくりを目指

します。市民一人ひとりが個々の価値観を相互に理解し、多様性を認め合い、ともによりそ

い、心をはぐくみ、家族や友人とともに、夢や希望を持って生き生きと暮らせる社会を実現

するため、この条例を制定します。 

２０１５年の国連持続可能な開発サミットにおいて定められた「持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ）」では、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある

社会の実現のため、「人や国の不平等をなくそう」など、１７の国際目標が定められ

ました。 

これまで世界人権宣言を始めとして、人権差別の撤廃条約等、国際的な人権保護

促進の取組がなされてきましたが、不当な差別やいじめ、プライバシーの侵害等は

いまだに存在しています。さらに近年はインターネットの普及による誹謗中傷の増

加、新型コロナウイルス感染症をはじめとする疾病を理由とした偏見、ＬＧＢＴＱ

等の性的マイノリティへの人権侵害等が問題となっています。 

本市においては、平成２３年に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原

子力発電所事故（以下「原発事故」という。）により多くの尊い命が失われ、ま

た、多数の市民が市外への避難を強いられました。市や市民に対し全国から温か

い支援が寄せられた一方、原発事故の被災者がいわれのない偏見や差別を受ける

こともありました。 

加えて、東日本大震災以降、近隣自治体から避難してきた方、国内外から復旧・

復興に携わる方、新たに挑戦する方など、新たに多くの方々が本市において生活を

営んでおり、本市の復興を更に進めて行くためには、お互いを理解し、尊重しあう

意識の醸成が重要となっています。 

このことから、市は不当な偏見・差別、人権侵害を認めないと宣言するとともに、

市民一人ひとりが日本国憲法の定める基本的人権の尊重を改めて認識し、個々の価

値観を相互に理解し、多様性を認め合い、ともによりそい、心をはぐくみ、家族や

友人、地域の全ての人とともに、夢や希望を持って生き生きと暮らせる社会を実現

するため、この条例を制定します。 
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２  ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権条例  

前文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利につい

て平等である」とうたわれている１９４８年の「世界人権宣言」において、基本

的人権尊重の原則が定められています。 

１９６５年「人種差別撤廃条約」では、あらゆる形態及び表現における人種差

別を全世界から撤廃すること、１９７９年「女子差別撤廃条約」では、女子に対

するあらゆる形態での差別を撤廃すること、１９８９年「児童の権利条約」では、

子どもが一人の人間として基本的人権を所有し、行使する権利を保障すること、

２００６年「障害者権利条約」では、障がい者の人権及び基本的自由の享有を確

保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とするなど、基本的人

権の保護促進のため国際的な取組が進められてきました。 

２０１５年の国連持続可能な開発サミットにおいて定められた「持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）」では、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性の

ある社会の実現のため、「人や国の不平等をなくそう」など、１７の国際目標を定

められました。 

このような国際的な人権保護促進の取組がなされてきましたが、不当な差別や

いじめ、プライバシーの侵害等はいまだに存在しています。さらに近年はインタ

ーネットの普及による誹謗中傷の増加、新型コロナウイルス感染症をはじめとす

る疾病を理由とした偏見、ＬＧＢＴＱ等の性的マイノリティへの人権侵害等が問

題となっています。 

本市においては、平成２３年に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原

子力発電所事故（以下「原発事故」という。）により多くの尊い命が失われ、ま

た、多数の市民が市外への避難を強いられました。市や市民に対し全国から温か

い支援が寄せられた一方、原発事故の被災者がいわれのない偏見や差別を受ける

こともありました。 

加えて、東日本大震災以降、近隣自治体から避難してきた方、国内外から復旧・

復興に携わる方、新たな挑戦に挑む方など、新たに多くの方々が生活を営んでお

り、本市の復興を更に進めていくためには、お互いを理解し、尊重しあう意識の

醸成が重要となっています。 

このことから、市は不当な偏見・差別、人権侵害を認めないと宣言するととも

に、市民一人ひとりが日本国憲法の定める基本的人権の尊重を改めて認識し、個々

の価値観を相互に理解し、多様性を認め合い、ともによりそい、心をはぐくみ、

家族や友人、地域の全ての人とともに、夢や希望を持って生き生きと暮らせる社

会を実現するため、この条例を制定します。 
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【趣旨】 

  前文では、この条例を制定する趣旨や目的を明確にするため、条例制定の背

景や目指すべきまちの姿、その実現に向け取組んでいくための決意を定めて

います。 

 

【解説】 

  はじめに、第１段落から第４段落で、１９４８年の「世界人権宣言」や１９

６５年の「人種差別撤廃条約」、１９７９年の「女子差別撤廃条約」、１９８９

年の「児童の権利条約」、２００６年の「障害者権利条約」についてと国際社

会の目標である持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）での国際的な人権保護促進の

取組について触れ、国際的な取組があっても、不当な差別やいじめ、プライバ

シーの侵害が存在していること、また、近年のインターネットの普及による誹

謗中傷の増加や新型コロナウイルス感染症などの疾病を理由とした偏見、Ｌ

ＧＢＴＱ¹等の性的マイノリティへの人権侵害等があることを記述していま

す。 

  第５段落では、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故によ

り、本市のおかれた現状として、多くの人命が失われたこと、原発事故により

多くの市民が避難を強いられたこと、また、市や市民へ支援が寄せられた一方

で、原発事故の被災者がいわれのない偏見や差別を受けた事実についても記

述しています。 

第６段落では、東日本大震災以降、近隣自治体からの住民の避難、復旧・復

興及び原子力発電所事故による除染などに携わる作業員などの労働者や高齢

福祉分野をはじめ様々な分野における外国人労働者、新たな挑戦に挑むための

移住者など、多くの方々が本市に暮らすことになり、本市に関わる全ての方々

とともに復興の歩みを進めて行く必要性についてを記述しています。 

  これらのことから、市は不当な偏見・差別、人権侵害を認めないと宣言する

こと、市民一人ひとりが基本的人権の尊重を改めて認識し、個々の価値観を相

互に理解し、多様性を認め合い、ともによりそい、心をはぐくみ、家族や友人、

地域の全ての人とともに、夢や希望を持って生き生きと暮らせる社会の実現

を目的として条例を制定することを記述しています。 

1 ＬＧＢＴＱとは・・・レズビアン（Lesbian：女性の同性愛者）、ゲイ（Gay：男性の同性愛者）、バ

イセクシャル（Bisexual：両性愛者）トランスジェンダー（Transgender：こころの性と体の性との

不一致）、クエスチョニング（Questioning：性的指向や性自認がはっきりしていない・定まってい

ないどちらかに決めたくない等）の各単語の頭文字を組み合わせた性的少数者を表す言葉のひとつで

す。 
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【趣旨】 

  この条例を制定する目的を定めています。 

 

【解説】 

  不当な偏見・差別、人権侵害を「根絶」という強い言葉により、認めないこ 

とを表しています。 

本来、「人権」は、多様性を有する人それぞれにとっては、身近に感じるも

のでしょうが、日常でほとんど「人権」を意識しない場合もあるのではないか

と思います。 

多様性とは、あらゆる違いのある背景を持つ人が存在していて、自分が人権 

に関わる様々な立場を持つ多様な存在であるということを意味しており、市民 

が人権を他人事と捉えず、様々な立場から人権を考えていくことが求められて 

います。 

人権がすべての人にとって基本的人権からなる普遍的なものであるという 

ことを理解し、個々の多様性を受容し、人権問題を多様な人の集合体である 

社会全体の問題として位置付けていくことも重要な課題であるといえます。 

この条例の基本とする考え方としての目指すものとして、一人ひとりの多様

性をお互いに認め合うことが出き、みんなが生きやすい社会の実現を図ること

目的としています。 

  なお、前文及び第１条、第４条、第６条で使用している「よりそい」「はぐ

くむ」の表記については、条例の名称に合わせ、平仮名としています。 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、不当な偏見・差別、人権侵害を根絶するとともに、市民の

人権の尊重の理解を深め、全ての人がお互いを思いやる人権意識の土壌と基

盤づくりを醸成し、多様性を互いに認め合い、ともによりそい、心をはぐく

み、全ての市民の人権が尊重され、生き生きと暮らせる社会の実現を目的と

する。 

 

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

の定めるところによる。 

(1)市民 市内に住所を有する者、市内に住む者、市内で働き又は学ぶ者 

(2)事業者 市内に事務所を有し、又は市内で事業活動を行う個人、法人、団体 

 

 



- 5 - 

 

 

【解説】 

  条例で使われるもののうち、特に言葉の解釈を統一する必要がある用語に

ついて定めています。 

 

(1)市民  

市内に住所を有する人、市内に住む人、市内で働く人、市内の学校等に通う

人をいいます。 

(2)事業者 

市内に事務所を有し、又は市内で事業活動を行う個人や法人、団体をいいま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  市全体で共有すべき基本的な考え方である基本理念について定めています。 

 

【解説】 

  日本国憲法第１１条及び１４条１項の下、基本的人権の保障と法の下での

平等が定められていることを基に、本条例では、人権を尊重し、みんなが生き

やすいまちの実現を図ることを目的として、人権を侵害する行為をしてはな

らないことを規定しています。 

これは、「全ての人」とあるように、市民だけでなく、市内に居住するすべ

ての人、滞在する人、自然人のほか、法人も含まれることを表しています。 

  「その他の事由」とあるように、例示以外の事由であっても、人権全般に関

して、全ての事由を理由とする「不当な差別や人権侵害」を禁止しています。

それは、いかなる場面においても、理由の有無にかかわらず不当な差別や人権

侵害を認めない社会の実現を目指しています。 

（基本理念） 

第３条 この条例は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を

基本理念とする。 

(1)性別、年齢、障がい、人種、民族、国籍、信条、性的マイノリティ、その他

の事由を理由とした、不当な差別や人権侵害を認めない。 

(2)全ての人が基本的人権を生まれながらにして持っており、かけがえのない

個人として尊重される。 
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 また、人権を侵害する行為が起こる主な理由として、本条に性別以下のもの

を挙げています。 

  

 🔹「性別」とは、男性と女性との別をいいます。 

 🔹「年齢」とは、生まれながら、その時までの経過期間を年または年月日によ

って数えたものをいいます。 

 🔹「障がい」とは、外部に存在する社会に多くある社会的障壁（バリア）によ

ってつくり出されたものをいいます。 

 🔹「人種」とは、人間の皮膚の色をはじめ、頭髪、身長、頭の形、血液型など

の形質的な特徴による区分単位をいいます。 

 🔹「民族」とは、文化や出自を共有することからくる親近感を核として歴史的

に形成された共通の帰属意識を持つ人々の集団をいいます。 

 🔹「国籍」とは、一定の国家の所属員たる資格をいいます。 

 🔹「信条」とは、宗教上の信仰や、人生観、世界観、政治観など、いわゆる思

想上の信念をいいます。 

 🔹「性的マイノリティ」とは、性的少数者を総称する言葉です。具体的には、

同性愛者、両性愛者、非性愛者、性同一性障害者などが含まれます。 

 🔹「その他の事由」とは、記載された事由以外の事由をいいます。これにより、

あらゆる事由が含まれます。 

  （例：職業、学歴、社会的身分、門地、疾病 など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  人権施策を進める上での市の責務と役割について定めています。 

 

【解説】 

  第１項では、市が、基本理念に沿って、第７条以降の取組について、必要な

施策、計画を進めていくと共に、市民と人権問題を共有し、問題解決に向けた

相談体制の充実を図るなど、市政の全てにおいて本条例の趣旨を踏まえ総合

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、市民によりそい必要な人権施

策を総合的かつ計画的に推進する。 

２ 市は、人権施策を推進するに当たっては、国・県、市民及び事業者との連携

を図るものとする。 
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的に推進するという責務を明確にしています。 

  第２項では、第１項を推進するため、全ての市民、国・県、事業者が、共に

人権施策、計画などを共有し、同じ認識・意識を持って連携し、人権を尊重し

みんなが生きやすいまちの実現を図る姿勢を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  人権施策を進める上での市民の役割と協力について定めています。 

 

【解説】 

  人権にかかる市民の認識を調査するため、市民意識実態調査を実施した結 

 果として、「人権が改めて尊重されていると感じる場面」については、「人権が

侵害された場合」や「人権が尊重されていない場合」に立ったときに、人権を

意識することが多いのではないかと考えられ、アンケート調査から「人権が尊

重されていない」という面より「何が人権なのか」・「具体的に身の回りにある

人権問題」への意識が低いことが推察されています。このことからも、全ての

市民が、人権についての意識を共有して、夢や希望を持って生き生きと暮らせ

る社会の実現を目指していくうえで、市の方針を踏まえ、家庭、地域、学校、

職場など、社会生活全般にわたり、あらゆる場面、機会に際し、一人ひとりの

多様性、置かれている立場を理解し、人権にかかわる不当な差別が無くなるよ

うな社会にする共通認識と人権意識を高めることを努力目標としています。 

  また、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生

き生きと暮らすためには、市民一人ひとりの協力があってこそ、より一層の推

進が図られることから、市の施策への協力について規定しています。 

 

 

 

 

 

 

（市民の責務） 

第５条 市民は、家庭、地域、学校、職域その他様々な場や機会において互いに

認め合い、不当な差別が行なわれないよう努め、人権意識を高めるとともに、

市が実施する人権に関する施策の推進に協力するものとする。 

 

（事業者の責務）  

第６条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、人権に配慮し、不当な差別の

解消に努め、事業活動に関わる人の人権を尊重する心をはぐくむとともに、市

が実施する人権に関する施策の推進に協力するものとする。 
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【趣旨】 

  人権施策を進める上での事業者等の役割と協力について定めています。 

 

【解説】 

全ての市民が、人権についての意識を共有して、人権の尊重されるまちづく

りを目指していくうえで、市の方針を踏まえ、あらゆる場面、機会に際し、一

人ひとりの多様性、置かれている立場を理解し、人権にかかわる不当な差別が

無くなるように、従業員や事業活動に関わる人の人権を尊重する共通認識が持

てるようにしていくことを努力目標としています。また、市が、人権に関する

施策を推進していくためには、事業者の協力があってこそ、より一層の推進が

図られるものであることから、市の実施する人権に関する施策に協力すること

を規定しています。 

 

  障がい者に関しては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

においても、第８条（事業者における障害を理由とする差別の禁止）において

不当な差別や権利の侵害を禁止する規定がありますが、企業や事業者におい

ては、従業員及び顧客の権利を守るために、研修を行う等の取組を行うことも

考えられます。 

事業活動において、長時間労働、正規・非正規雇用の待遇差、同一労働・同 

一賃金、性別・国籍による待遇差、パワーハラスメント、退職勧奨や不当労 

働などの問題に対しては、労働者の権利を保障するために様々な法整備がさ 

れていることから、これら事案に対して厳正に対処するべきでありますが、 

雇用されている立場である働く側は雇用主に対して働く側の権利・人権につ 

いて主張しづらい環境にあります。さらに、働く側の人権侵害を防ぐために、 

働きやすい環境づくりの啓発を進めていくとともに、被害にあった際の相談 

体制及び救済措置の整備が求められています。 

   

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  人権に関する理解と意識の推進を図るための教育の取組について定めてい

ます。 

（人権教育） 

第７条 市は、家庭、地域、学校、職域その他様々な場における様々な人権問題

について正しい理解を深めるための人権教育の推進を図るものとする。 
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【解説】 

  人権教育（人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成１２年法律第１

４７号）第２条に規定する人権教育をいう。）この中で人権教育とは人権尊重

の精神の涵養１を目的とする教育活動をいいます。 

  学校教育においては、道徳の時間をはじめ、あらゆる場面で、人権を意識し

ながら教育活動が実施され、人権に関する知的理解をもとに豊かな人権感覚

を醸成するための取組が行われていますが、アンケート調査では、様々な人権

への理解促進を図るためには、幼少期からの早い段階での人権教育の推進が

求められており、子どもたちへの人権教育は有効ですが、一方、人権問題は幅

が広いため学校教育だけに委ねるのでなく、家庭や地域、職域等のあらゆる場

面での人権尊重に対する理解を深めるため人権教育の推進を図っていくこと

を定めています。 

１ 涵養（かんよう）とは・・・自然にしみこむように、養成すること。  

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  人権に関する理解と意識の向上のための啓発の取組について定めています。 

 

【解説】 

  人権を尊重し、みんなが生きやすいまちの実現に向けては、全ての市民が人

権の意義と共存の重要性を理解し、お互いに尊重していくことが求められま

す。 

さらに、時代の変化に呼応し、ＬＧＢＴＱ等やジェンダーに関する人権、Ｓ

ＮＳに関する人権、ヤングケアラー等、新たな人権への関わりが問題となって

きています。 

市の市民意識実態調査でも、人権尊重の取組として、啓発をあげる傾向が多

くなっています。 

人権問題は、偏見や誤解、理解不足や無関心など、人権意識の欠如が原因と

なっている場合が多くあると考えられるため、市民が人権に対する理解を深め、

身近なものであると認識され、市民の人権意識の向上と定着を目的に、有効な

手法を活用した人権啓発の充実が課題となりますが、幅広い年代における人権

（人権啓発） 

第８条 市は市民、事業者に人権に対する理解と意識の向上を図るため、メディ

ア等を活用した人権啓発を行うものとする。 
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意識の醸成にあたっては、メディアやＩＴを活用するとともに、高齢者等にも

わかりやすい方法を取り入れた啓発を実施するなど、全ての市民に浸透するよ

うな、きめ細かで、多様な取組を推進していくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  人権に関する課題や問題に対しての相談・支援体制について定めています。 

【解説】 

第１項では、人権侵害を受けた市民への支援について、被害を受けた市民に

対して相談体制の充実をしていくことで、支援につなげやすい仕組みづくりの

構築が考えられることを記述しています。 

第２項では、具体的な支援策については、第１１条の基本方針により取組ん

でいくことになりますが、さらに、不当な差別を受けた市民に対する支援のた

め、国・県をはじめ、市民、事業者との連携強化を図ることを定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  人権に関する取組を進めるための人材の育成と確保について定めています。 

 

【解説】 

人権に関する正しい理解を備えた専門的な知識・スキルを有する人材として、

市職員及び相談員、教職員、医療・福祉関係者等が上げられ、これら職員等へ

の研修や講習会の参加を促し、人材の育成・確保を図るとともに、関係する機

（相談・支援体制） 

第９条 市は、差別その他の人権侵害による被害者（以下「被害者」という。）

のための相談体制の充実を図るものとする。 

 ２ 市は、国・県、市民及び事業者と連携し、被害者の支援に必要な支援体制

の強化を図るものとする。 

 

（人材の育成・確保） 

第１０条 市は、国・県と連携し、市職員、相談員、教職員及び医療・福祉関係

者等に対し研修を行うことにより、被害者の支援体制強化に必要な人材の育

成、確保に努めるものとする。 
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関が相互に連携・協力する仕組みや体制の構築が必要であると考えられます。 

 🔹市職員 

  市の職員や市に付属する関係機関の職員を想定します。 

 🔹相談員 

  市や市に付属する関係機関の相談員を想定します。 

 🔹教職員 

  市内の幼稚園・保育所、小中学校、高等学校、専門学校等の教員、事務職員 

を想定します。 

 🔹医療・福祉関係者等 

  医療従事者や高齢者施設、障害者施設、介護サービス事業所、障がい福祉サ

ービス事業所などの福祉に携わる職員などを想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  人権に関する課題について、市が取組む基本的な方向性を示す基本方針を

制定することを定めています。 

 

【解説】 

  南相馬市が、東日本大震災及び原発事故という未曾有の災害を乗り越え、

「１００年のまちづくり」を進めるためには、市民一人ひとりが個々の価値観

を相互に理解し、多様性を認め合い、ともによりそう心をはぐくみ、家族や友

人、地域の全ての人とともに、夢や希望を持って生き生きと暮らせる社会を実

現するため、市民が「人」を大切にし、個々の尊厳を守る意識を全ての市民が

共有し、人権への理解や認識を正しく深めてもらう必要があります。 

人権問題については、人権施策を総合的かつ効果的に推進することとなりま

すが、「基本理念」のほか、人権に関する市民意識実態調査結果の人権に関す

る課題や問題を踏まえ、南相馬市として、基本方針の位置付けを示すとともに

人権問題の現状と課題に対する推進、人権啓発や教育の推進等、人権施策を総

合的かつ効果的に推進するための基本方針を定めていくものです 

 

 

（人権施策基本方針の策定） 

第１１条 市は、全ての人の人権が尊重されるまちづくりを推進するため、人権

施策基本方針を策定する。 
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【趣旨】 

 人権に関する課題や施策でこの条例の施行をするにあたり、条例で定めるも

ののほか、必要な事項については、別に定めることとしています。 

 

【解説】  

条例の目的が恒久的に変わらず順守され遂行されていくことを見守ること

が必要であり、実施される人権啓発や人権教育等を総合的に推進するため、「と

もによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議」を別途要綱で定めることとし

ております。 

  

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は

市長が別に定める。 

 

 



人権施策推進事業
（人権推進会議）

４月
・人権標語、ミニのぼり旗デザイン画募集（4/８～5/8）
・企業における人権研修の募集
・庁内連絡会議　4/27（月）　東庁舎第３会議室

５月

・第１回人権推進会議　５/８（金）東庁舎第３会議室　１４：００～
　※委嘱状交付等
・【新】インターネットやSNS等に関する人権侵 害についての啓発
　※パンフレットを全中学生を対象に配布

６月

・第２回人権推進会議（男女共同参画計画推進委員会との合同会議）
６/２（火）東庁舎第１会議室
　※標語等の審査会、啓発チラシ（案）について、人権講演会について
・性的マイノリティに関する職員研修会　６/２２（月）１４：００～

７月

・人権に関する講演会　７/４（土）予定（第３回人権推進会議）
　※表彰式同時開催
・7/3～9　南相馬市人権週間
　のぼり旗設置
　入選作品の掲示
　原町火力発電所ライトアップ  （レインボーカラー）

８月

９月

１０月

・第４回人権推進会議（男女共同参画計画推進委員会との合同会議）
１０/１（木）東庁舎第１会議室　時間未定
※次年度計画等について
・ボランティアフェスティバル

１１月

１２月

１月

２月
・庁内連絡会議　２/２（火）　東庁舎第３会議室　時間未定
・第５回人権推進会議　２/１０　東庁舎第３会議室　時間未定
※人権推進計画中間報告の状況等

３月

令和8年度人権施策推進事業計画
資料４



◆個別の人権課題への対応◆

　１．女性に関する人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 男女共生推進事業 男女共同参画に関する講演会・講座等の開催 年３回 ３回

・7/29 男女共同参画
推進委員会学習会
・11/23 男女共同参
画講演会
・2/5 男女共同参画
推進庁内連絡会議学
習会

２回 ２回

・10/4人権推進会議
と共催で『人権に関
する講演会』を開催
・2/9男女共同参画計
画推進委員及び庁内
連絡会議委員向け学
習会を開催

２回 年２回 生涯学習課
推進委員会及び庁内連絡会議の学習会
は今後合同開催を予定しているため、
令和９年度の目標値の見直し

2 生涯学習推進事業 男女共同参画の出前講座の開催 ０回 ０回
令和６年度より出前
講座にメニューとし
て追加

３回 ０回 １回 年３回 生涯学習課

3 男女共生推進事業 情報紙を活用した啓発 年２回 ２回
１１月、２月に情報
紙を発行

２回 ２回
９月、２月に情報紙
を発行

２回 年２回 生涯学習課 情報紙「は～もにぃ」の発行

4 人権侵害に関する相談窓口の充実事業 人権相談会の開催

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による人
権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相談
月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　  月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　  月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

市民課 人権に関する相談件数が増えれば、相
談会の回数増について再検討する

5 女性相談窓口 女性相談窓口の周知 広報等で周知を図る 広報等で周知を図った 広報等で周知を図る 広報等で周知を図る　　 広報等で周知を図る 広報等で周知を図る 市民課

6 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 市民課

7 こころの健康相談事業 こころの健康相談会の開催
精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士に
よる個別相談の実施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

健康づくり課

8 ゲートキーパー養成研修会 ゲートキーパー 登録者数 310人 455人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会
を開催する。

480人 535人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会

を開催する。

560人 590人 健康づくり課

　２．子どもに関する人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 子どもの人権に関する研修会 子どもの人権に関する研修会の開催 ０回 ０回 年１回 ０回 年１回 年１回
市民課
こども育成課
学校教育課

2 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催 １回 講演会の開催 １回 講演会の開催　１回
市民課
こども家庭課

再掲

3 要保護児童対地域協議会 要保護児童対策地域協議会の開催等
①代表者会議２回
②実務者会議４回

①代表者会議２回
②実務者会議４回

①代表者会議２回
②実務者会議４回

①代表者会議２回
②実務者会議４回

①代表者会議２回
②実務者会議４回

①代表者会議２回
②実務者会議４回 こども家庭課

4 いじめ問題対策連絡協議会 いじめ問題対策連絡協議会の開催等 年２回 ２回 年２回 ２回 年２回 年２回 学校教育課

5 人権教室 人権教室の開催 関係機関との連携を
図る

人権擁護委員、弁護士
等との連携を図った。

関係機関との連携を
図る

人権擁護委員、弁護
士等との連携を図っ
た。

関係機関との連携を
図る

関係機関との連携を
図る

学校教育課

ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る実績値

資料５
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ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る実績値

　３．高齢者に関する人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 虐待防止に関する事業 虐待を受けた高齢者の保護及び措置の実施
関係機関との連携を
図る

関係機関との連携を図
る

関係機関との連携を
図る

関係機関との連携を
図った。

関係機関との連携を
図る

関係機関との連携を
図る

長寿福祉課

2 高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議 高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会
議の開催

年１回 １回 令和7年1月21日開催 年１回 年１回 令和8年1月6日開催 年１回 年２回
長寿福祉課
社会福祉課

3 人権侵害に関する相談窓口の充実事業 人権相談会の開催

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による人
権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相談
月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　  月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

市民課 再掲

4 こころの健康相談事業 こころの健康相談会の開催
精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士に
よる個別相談の実施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

健康づくり課 再掲

5 ゲートキーパー養成研修会 ゲートキーパー登録者数 310人 455人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会
を開催する。

480人 535人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会

を開催する。

560人 590人 健康づくり課 再掲

6 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催 １回 講演会の開催 １回 講演会の開催　１回 市民課 再掲

7 老人保護措置 老人福祉法に基づく養護施設への入所措置の実施 ６人 ３人 ７人 ３人 ８人 ８人 １０人 長寿福祉課

8 成年後見制度利用促進 成年後見制度の周知 年１回 １回 年２回
南相馬市成年後見制
度利用促進協議会開
催

令和7年6月25日
令和8年2月17日

年２回 年２回
長寿福祉課
社会福祉課

9 バリアフリーの整備 道路、公園、建物等のバリアフリー化 老朽化に合わせバリ
アフリーを実施

１公園
（原町運動公園野球場

側）
－

２公園
西殿公園

サヤノ前公園

公園トイレのバリア
フリー化

老朽化に合わせバリ
アフリーを実施

老朽化に合わせバリ
アフリーを実施

土木課
都市計画課

※公園トイレのバリアフリー化を進め
ているが、目標値設定を定めていな
い。理由としては、トイレの老朽化に
合わせて実施しているため。都市公園
33公園のうち7公園が未改修となって
いる。
R6年度　１公園
R7年度　２公園
を予定。
※市営住宅の入居者は、高齢世帯が増
えており、市営住宅建替時には、高齢
世帯に配慮したバリアフリー化への対
応をする。

2



ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る実績値

　４．障がいのある人の人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 学習支援員の配置 障がい児に対する学習支援員の配置 32人 32人 32人 32人 34人 35人 学校教育課

2 職員研修会 障がい者差別解消に向けた職員研修会の開催 年１回 １回 年１回 年１回 令和8年1月15日開催 年１回 年１回 社会福祉課

3 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催 １回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 市民課 再掲

4 こころの健康相談事業 こころの健康相談会の開催
精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士に
よる個別相談の実施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

健康づくり課 再掲

5 ゲートキーパー養成研修会 ゲートキーパー 登録者数 310人 455人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会
を開催する。

480人 535人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会

を開催する。

560人 590人 健康づくり課 再掲

6 高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議 高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク会議の開催 年１回 １回 令和7年1月21日開催 年１回 年１回 令和8年1月6日開催 年１回 年２回
社会福祉課
長寿福祉課

再掲

7 成年後見制度利用促進 成年後見制度の周知 年１回 １回 年２回
南相馬市成年後見制
度利用促進協議会開
催

令和7年6月25日
令和8年2月17日

年２回 年２回 社会福祉課
長寿福祉課

再掲

8 学習機会の確保 障がい福祉に係る学習会の開催 年４回

各中学校において、総
合的な学習の時間に
「福祉」に関する内容
を実施

各中学校において、
総合的な学習の時間
に「福祉」に関する
内容を実施

各中学校において、
総合的な学習の時間
に「福祉」に関する
内容を実施

各中学校において、
総合的な学習の時間
に「福祉」に関する
内容を実施

年４回 学校教育課

9 バリアフリーの整備 道路、公園、建物等のバリアフリー化
老朽化に合わせバリ
アフリーを実施

１公園
（原町運動公園野球場

側）
－

２公園
西殿公園

サヤノ前公園

公園トイレのバリア
フリー化

老朽化に合わせバリ
アフリーを実施

老朽化に合わせバリ
アフリーを実施

土木課
都市計画課

※公園トイレのバリアフリー化を進め
ているが、目標値設定を定めていな
い。理由としては、トイレの老朽化に
合わせて実施しているため。都市公園
33公園のうち7公園が未改修となって
いる。
※市営住宅の入居者は、高齢世帯が増
えており、市営住宅建替時には、高齢
世帯に配慮したバリアフリー化への対
応をする。

3



ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る実績値

　５．外国人に関する人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 国際理解教育の推進 多文化体験プログラムの実施

中学生海外研修の実
施
オーストラリア研修
20名
シンガポール研修25
名

中学生海外研修の実施
オーストラリア研修21
名
シンガポール研修23名

中学生海外研修の実
施
オーストラリア研修
20名
シンガポール研修25
名

中学生海外研修の実
施
オーストラリア研修
11名
シンガポール研修9名
参加

オーストラリア研修
はR7.7.31～8.6渡航
シンガポール研修は
R8.3.24～28渡航

中学生海外研修の実
施
オーストラリア研修
20名
シンガポール研修25
名

中学生海外研修の実
施
オーストラリア研修
20名
シンガポール研修25
名

学校教育課

2 市発行物の多言語化事業 「やさしい日本語」の活用や多言語化 ふりがなの活用等 ふりがなの活用等 ふりがなの活用等 ふりがなの活用等 ふりがなの活用等
ふりがなの活用や
「やさしい日本語」
の活用

全庁

3 相談通訳への対応 通訳の対応 ポケトークの配置 ポケトークの配置 ポケトークの配置 ポケトークの配置 ポケトークの配置 ポケトークの配置 全庁

4 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　1回 講演会の開催　１回 講演会の開催 １回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 市民課 再掲

5 外国人活躍推進事業 一元的相談窓口の運営 相談窓口の運営 相談窓口の運営 相談窓口の運営 相談窓口の運営 相談窓口の運営 相談窓口の運営 商工労政課

　６．インターネット・ＳＮＳ等に関する人権侵害

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 道徳教育の推進 人権教育や情報リテラシー、情報モラル教育の実施 各校で実施 各校で実施 各校で実施 各校で実施 各校で実施 各校で実施 各校で実施 学校教育課

2 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催 １回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 市民課 再掲

3 人権侵害に関する相談窓口の充実事業 人権相談会の開催

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による人
権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相談
月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

市民課 再掲

4 正しいインターネット利用に関する啓発 インターネット利用に関する周知・啓発 広報等で周知を図る 未実施 広報等で周知を図る 広報等で周知を図る
中学生へリーフレッ
ト配布及び研修会の
開催

広報等で周知を図る 市民課

4



ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る実績値

　７.性的マイノリティに関する人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 パートナーシップ・ファミリーシップ制度の推進 宣誓の登録者数 １件 ０件 １件 ０件 １件 ４件 市民課

2 性的マイノリティなどへの理解促進 性的マイノリティに関する講演会・講座等の開催 年１回 ０件 年１回 ３回
教頭会　１回
教職員（小中学校）
２回

４回 年２回
生涯学習課
市民課

小中学校対象とした講演会の開催

3 性的マイノリティなどへの理解促進 情報紙を活用した啓発 年１回 ０回
テーマに沿った内容
は取り上げなかった
ため

年１回 １回

「は～もにぃ」で家
族のあり方やパート
ナーシップ等につい
て取り上げた

年１回 年１回 生涯学習課
「男女共同参画通信」又は「は～も
にぃ」にて取り上げることを予定す
る。

4 人権侵害に関する相談窓口の充実事業 人権相談会の開催

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による人
権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相談
月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

市民課 再掲

5 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催 １回 講演会の開催 １回 講演会の開催 １回 市民課 再掲

6 こころの健康相談事業 こころの健康相談会の開催
精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士に
よる個別相談の実施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

健康づくり課 再掲

7 ゲートキーパー養成研修会 ゲートキーパー登録者数 310人 455人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会
を開催する。

480人 535人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会

を開催する。

560人 590人 健康づくり課 再掲

8 職員研修事業（ハラスメント防止研修） ハラスメント防止研修会の開催 年１回 ３回

①新採用職員研修
②性的マイノリティ
に関する研修
③ハラスメント防止
研修

年１回 ２回

①新採用職員研修
　　　　１回
②性的マイノリティ
に関する研修　１回

年１回 年１回 総務課・市民課

9 人権尊重認定事業所等制度の導入 人権に関する取組みを行っている事業所数 1事業所 １事業所 ２事業所 ０件 ３事業所 5事業所 市民課 MY人権宣言等

10 学校での性的マイノリティなどへの理解促進 専門的な性教育の実施
関係機関との連携を
図る

未実施
関係機関との連携を
図る

市内2校で講演会を実
施

福島大学教育推進機
構
准教授　前川直哉

関係機関との連携を
図る

関係機関との連携を
図る

学校教育課

11 教職員の研修 性的マイノリティに関する講演会・セミナー等の開催
関係機関との連携を
図る

未実施
関係機関との連携を
図る

教頭会にて講演会を
実施　教頭17名参加

「多様な性と性的マ
イノリティ」
福島大学教育推進機
構
准教授　前川直哉

関係機関との連携を
図る

関係機関との連携を
図る

学校教育課

5



ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る実績値

　８.犯罪被害者やその家族に関する人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 人権侵害に関する相談窓口の充実事業 人権相談会の開催

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による人
権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相談
月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

市民課 再掲

2 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催 １回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 市民課 再掲

3 相談窓口の設置 犯罪被害者等支援に関する相談窓口の設置 担当課窓口に設置 担当課窓口に設置 担当課窓口に設置 担当課に窓口設置 担当課に窓口設置 担当課窓口に設置 生活環境課 再掲

4 犯罪被害者等見舞金等支給事業 犯罪被害者等見舞金等の支給 速やかな支給に努める １件 速やかな支給に努める ０件 速やかな支給に努める 速やかな支給に努める 生活環境課

5 こころの健康相談事業 こころの健康相談会の開催
精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士に
よる個別相談の実施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

健康づくり課 再掲

6 ゲートキーパー養成研修会 ゲートキーパー 登録者数 310人 455人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会
を開催する。

480人 535人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会

を開催する。

560人 590人 健康づくり課 再掲

6



ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る実績値

　９.働く人に関する人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 職員研修事業（ハラスメント防止研修） ハラスメント防止研修会の開催 年１回 ３回

①新採用職員研修
②性的マイノリティ
に関する研修
③ハラスメント防止
研修

年１回 ２回

①新採用職員研修
　　　　　１回
②性的マイノリティ
に関する研修　１回

年１回 年１回 総務課・市民課 再掲

2 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 市民課 再掲

3 こころの健康相談事業 こころの健康相談会の開催
精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士に
よる個別相談の実施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

健康づくり課 再掲

4 ゲートキーパー養成研修会 ゲートキーパー 登録者数 310人 455人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会
を開催する。

480人 535人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会

を開催する。

560人 590人 健康づくり課 再掲

5 人権侵害に関する相談窓口の充実事業 人権相談会の開催

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による人
権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相談
月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

市民課 再掲

6 人権尊重認定事業所等制度の導入 人権に関する取組みを行っている事業所数 1事業所 １事業所 ２事業所 ０件 ３事業所 5事業所 市民課 再掲　　MY人権宣言等

　１０.新型インフルエンザ等の感染症（患者）に関する人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 新型の感染症に関する理解促進 正しい知識の普及・啓発
広報・ホ－ムペ－ジ
で感染症に関する適
切な情報の提供

広報・ホ－ムペ－ジで
感染症に関する適切な
情報の提供

感染症発生動向等に
より随時情報発信

広報・ホ－ムペ－ジ
で感染症に関する適
切な情報の提供

広報・ホ－ムペ－ジ
で感染症に関する適
切な情報の提供

感染症発生動向等に
より随時情報発信

広報・ホ－ムペ－ジ
で感染症に関する適
切な情報の提供

広報・ホ－ムペ－ジ
で感染症に関する適
切な情報の提供

健康づくり課

2 こころの健康相談事業 こころの健康相談会の開催
精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士に
よる個別相談の実施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

健康づくり課 再掲

3 ゲートキーパー養成研修会 ゲートキーパー 登録者数 310人 455人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会
を開催する。

480人 535人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会

を開催する。

560人 590人 健康づくり課 再掲

4 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催 １回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 市民課 再掲

5 人権侵害に関する相談窓口の充実事業 人権相談会の開催

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による人
権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相談
月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　  月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

市民課 再掲
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ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権施策推進計画に係る実績値

　１１.東日本大震災等の被災者に関する人権

№ 事業名 指　標 現状値
（令和６年度）

実績値
（R7.3.31時点）

説明等
目標値

（令和７年度）
実績値

（R8.3.31時点）
説明等

目標値
（令和８年度）

目標値
（令和９年度）

担当課 備　考

1 人権侵害に関する相談窓口の充実事業 人権相談会の開催

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による人
権相談
　　　　　　月１回
弁護士による人権相談
月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

人権擁護委員による
人権相談
　　　　　月１回
弁護士による人権相
談　　　月１回
特設人権相談会
6月・10月・12月

市民課 再掲

2 南相馬市人権週間の制定 人権啓発活動 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催　１回 講演会の開催 １回 講演会の開催 １回 講演会の開催　１回 市民課 再掲

3 こころの健康相談事業 こころの健康相談会の開催
精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士に
よる個別相談の実施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

悩みや不安の軽減を
図るとともに、必要
に応じて医療機関や
関係機関につなぐ。

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

精神科医師、心理士
による個別相談の実
施

健康づくり課 再掲

4 ゲートキーパー養成研修会 ゲートキーパー 登録者数 310人 455人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会
を開催する。

480人 535人

身近な人の不安や悩
みに気づき、いのち
を守るための声かけ
や地域で見守ること
ができるよう研修会

を開催する。

560人 590人 健康づくり課 再掲

5 風評対策関連事業 サーフタウンＰＲ

令和４年～８年度に
本市で開催される
サーフィン大会の参
加サーファー数延べ
3,000人

1,396人

内訳
令和4年度　587人
令和5年度　 44人
令和6年度　765人

160人 108人
Kitaizumi Surf

Festival 2025出場者
1,500人 令和８年度で終了 観光移住課

【復興庁】南相馬市　地域魅力向上・
発信事業計画に基づく事業　個票（様
式１－５）の風評の払拭に関する目標
「令和４年～８年度に本市で開催され
るサーフィン大会の参加サーファー数
延べ3,000人
（震災前（平成18～22年度）7大会開
催、延べ2,108人参加（※１））
※１ 日本サーフィン連盟主催及びＡ
ＳＰ（Association of Surfing
Professional）公認の大会参加者数」
を基に設定

6 風評対策関連事業 農林水産物等ＰＲ　 ホームページで周知
を図る

ホームページで周知を
図る

農林水産物等の風評
被害払拭を図る

ホームページで周知
を図る

ホームページで周知
を図る

農林水産物等の風評
被害払拭を図る

ホームページで周知
を図る

ホームページで周知
を図る

農政課 再掲

7 地域の絆づくり支援事業 コミュニティ維持・活性化支援のための補助金交付 105件 78件 90件 78件 90件

くらし安全課・
小高区地域振興
課・鹿島区地域
振興課

第三期復興・創生期間終了となる令和
１２年度まで継続予定。
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人権標語及びミニのぼり旗ﾃﾞｻﾞｲﾝ画 審査スケジュール 

 

４月６日の週に学校へ依頼及び用紙配布 

４月８日～５月８日    募集期間 

     ～５月１８日  入力、一時審査（総合相談担当） 

５月１８日～２０日    二次審査（部長・次長） 

５月２１日        三次審査のため委員へ郵送及びメール 

５月２７日        三次審査結果〆切 

             類似作品検索等ここで行う 

５月２７日～６月１日   最終審査準備 

             標語印刷する 

６月２日         最終審査 

 

資料６ 



資料7

制度・サービス名 制度内容・注意点
担当課・
問合せ先

納税証明書・
課税所得証明書の交付

同一世帯の場合、委任状がなくても申請・交付の手続きができ
る。

市民課
24-5235

犯罪被害者等支援
犯罪被害者等見舞金・転居費用助成金の支給を受けることができ
る。（犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに本市に
住所を有する者。）

生活環境課
24-5240

市営墓地の承継申請 市営墓地の承継申請ができる。
環境政策課
24-5313

市営住宅への入居申込
市営住宅入居要件の一つである同居要件を満たす。
所得要件や住宅困窮要件なども満たせば、入居申込みができる。

建築住宅課
24-5253

医療
症状の説明（インフォームドコンセント）の際の同席ができる。
＊患者様本人が明確な意思を表示できる場合

総合病院
22-3181

結婚等新生活支援事業
助成金		

結婚等に伴う新生活の住居費、引越費用、家具・家電購入費等の
一部助成を受けることが可能。

こども家庭課
24-5229

制度・サービス名 制度内容・注意点
担当課・
問合せ先

教育・保育給付認定申
請及び保育所等入所申
込

パートナーの子どもが保育所等に入所する際には、同居かつその
子どもを現に監護している状況であれば保護者として申請でき
る。

こども育成課
24-5242

母子健康手帳の交付 妊婦本人からの委任により申請・交付ができる。

不妊治療支援

【事実婚のみ】
特定不妊治療に対する支援ができる。
（事実婚関係に関する申立書の提出が必要。）＊申立書は様式あ
り。

乳幼児健診等
パートナーの子どもが乳幼児健康診査等を受診する際には、同居
またはその子どもを現に監護している状況であれば保護者として
受診することができる。

要介護認定 対象者との関係を記載することで、代理申請ができる。

介護保険　各種申請 対象者との関係を記載することで、代理申請ができる。

家族介護者交流会の
参加

高齢者を介護している家族として参加することができる。

高齢者在宅支援 緊急通報システム事業などの申請をすることができる。

災害見舞金・災害弔慰
金

災害見舞金は同一世帯であれば、代理申請することができる。
災害弔慰金は葬祭を行う者（喪主）であれば受領することができ
る。

社会福祉課
24-5321

※　各制度の詳しい内容は、担当部署へお問い合わせください。

長寿福祉課
24-5239

南相馬市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証等の提示により利用可能な行政サービス

※　パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証等を必ず提示してください。            　　　　 R8.4.3時点

パートナーシップ・ファミリーシップの有無にかかわらず、従来どおり利用可能な行政サービス

こども家庭課
24-5218

長寿福祉課
24-5334



 

回 覧  ともによりそい、心をはぐくみ、 

家族や友人、地域の全ての人とともに 

夢や希望を持って生き生きと暮らせる社会の実現へ  

 

 
 

 

本市においては、平成２３年３月に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事

故（以下「原発事故」という。）が発生し、多くの尊い命が失われ、また、多数の市民が市外への

避難を強いられました。この間、市や市民に対し、全国から温かい支援が寄せられた一方、未だに

原発事故の被災者がいわれのない偏見や差別を受け、近年においては、新型コロナウイルス感染症

をはじめとする疾病を理由とした偏見、ＬＧＢＴＱ等の性的マイノリティへの人権侵害等が問題と

なっています。 

また、本市では、人権尊重の推進等を包含した条例がなかったことから、「南相馬市人権尊重ま

ちづくり検討委員会（以下「検討会」という。）」を設置し、市民意識実態調査による市の課題や

人権条例制定の必要性について検討を重ね、検討会の中間報告で、「人権尊重の意識啓発や醸成を

行うには人権条例の制定を行う必要がある。」とのご意見及び高校生との意見交換会で、「市の決

まり事として、人権尊重を条例で示したほうが良い。」とのご意見をいただきました。 

加えて、東日本大震災以降、近隣自治体からの避難者、復旧・復興事業者、移住者など、多くの

方が本市において暮らしており、本市に関わる全ての方々とともに、復興の歩みを進めていく必要

があることから、日本国憲法の定める基本的人権の尊重をまちづくりの基本とすることを認識する

とともに、南相馬市第三次総合計画に掲げる「１００年のまちづくり」を進めるため、市民一人ひ

とりが不当な差別や人権侵害を認めないという意識を持ち、個々の価値観や多様性などを理解しな

がら「ともによりそい、こころをはぐくみ、家族や友人、地域の全ての人とともに、夢や希望を持

って生き生きと暮らせる社会の実現」を目指して、本条例の制定に至りました。 

条例制定の背景・趣旨 

 

〒９７５－８６８６                   詳しくは、南相馬市 

福島県南相馬市原町区本町二丁目２７番地          ホームページを 

南相馬市役所 市民生活部 市民課 総合相談担当      ご覧ください。 

ＴＥＬ ０２４４－２４－５２９７ 

ＦＡＸ ０２４４－２４－５３４７ 

メール shimin@city.minamisoma.lg.jp 

 

【資料8】

http://172.18.18.135/scripts/cbgrn/grn.exe/message/file_image_view?cid=742&rid=2342132&mid=1546762&rfid=3326648&hash=fdc0d8c64354ee1dffd796ae73514a9272cd2475&nolog=1


 

 

 
 

 

 

 

☆～～～☆～～～☆～～～■ 条例の内容（抜粋） ■～～～☆～～～☆～～～☆ 

 

 

 

 

 
 

 

 
詳しくは、南相馬市ホームページをご覧ください。 

   

◆ 人権について正しい理解を深める教育、意識の向上を図る啓発の実施、 

また相談体制の充実や支援体制の強化を図ります。 
 

◆ 全ての人の人権が尊重されるまちづくりを推進するため、人権施策基本 

方針を策定します。 

◆ 一人ひとりが、それぞれ違うということをお互いに認め合いましょう。 

 

◆ 思いやりを持ってともによりそい、人権尊重の心をはぐくみましょう。 

 

◆ 不当な偏見や差別を行わないこと、またなくすことに努めましょう。 
 

◆ 市が行う人権に関する施策に協力し、人権意識を高めましょう。 

不当な偏見・差別、人権侵害を根絶するとともに、市民の人権の尊重の理解を深め、全ての人

がお互いを思いやる人権意識の土壌と基盤づくりを醸成し、多様性を互いに認め合い、ともによ

りそい、心をはぐくみ、全ての市民の人権が尊重され、生き生きと暮らせる社会の実現を目的と

する。 

この条例は、第１条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を基本理念とする。 

(1) 性別、年齢、障がい、人種、民族、国籍、信条、性的マイノリティ、その他の事由を理由

とした、不当な差別や人権侵害を認めない。 

(2) 全ての人が基本的人権を生まれながらにして持っており、かけがえのない個人として尊重

される。 

市は、全ての人の人権が尊重されるまちづくりを推進するため、人権施策基本方針を策定する。 

市の取り組みについて 

みんなができる一歩 

（目的）第１条 

（基本理念）第３条 

（人権施策基本方針の策定）第１１条 

ホームページアドレス https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/shiminsodan/22795.html 



令和８年度人権に関する講演会の概要について（案） 

 

日にち       未定  ※講師都合により４月下旬に調整 

 

時 間       未定  

 

内 容       人権・男女共同参画に関する講演会 1時間半程度 

          ※講師と前川直哉氏（虎に翼 監修）との対談 ３０分程度 

   

対象者       市民 

 

定 員       ３００名 

 

参加費       無料 

 

申込方法      整理券配布（市民課・生涯学習課） 

 

会 場       サンライフ南相馬（原町生涯学習センター集会室）  

 

タイトル      未定（講師依頼） 

 

講 師       吉田恵里香氏（脚本家・小説家） 

      

講師プロフィール  詳細後日 

 

写 真       後 日 

 

 

主催  ともによりそい・はぐくむ南相馬市人権推進会議 

  南相馬市男女共同参画計画推進委員会 

後援  南相馬市教育委員会 

 

問合せ 南相馬市 市民課（総合相談担当） 0244-24-5297 

         生涯学習課       0244-24-5249 

資料９ 


